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西東京市長選挙　投票日は２月６日（日）午前７時～午後８時です　◆選挙管理委員会事務局（�保 �内線2811）
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東
京
都
か
ら
西
東
京
市
に
割
り
当
て
ら

れ
た
都
営
住
宅
「
地
元
割
当
」
の
募
集
で

す
。

▽
対
象　

次
の
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
方

①
申
込
者
本
人
が
西
東
京
市
内
に
居
住
す

る
成
年
者（　

歳
未
満
の
既
婚
者
を
含
む
）

20

で
あ
る
こ
と

※
外
国
人
の
方
は
、
在
留
資
格
等
そ
の
他

の
要
件
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

②
同
居
親
族
が
い
る
こ
と
（
３
人
以
上
）

③
所
得
（
同
居
親
族
に
所
得
が
あ
る
場
合

は
合
算
）
が
定
め
ら
れ
た
基
準
内
に
あ
る

こ
と

④
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

▽
募
集
戸
数　

２
戸
（
柳
沢
一
丁
目
〜
六

丁
目
と
東
伏
見
二
丁
目
に
あ
る
都
営
住
宅

の
い
ず
れ
か
２
戸
）

※
住
宅
の
種
類
・
内
容
は
「
募
集
の
案
内
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
書
お
よ
び
募
集
案
内
の
配
付
と
受

付◎
と
き
…　

月　

日
（
水
）
〜　

日
（
水
）

12

15

22

◎
と
こ
ろ
…
保
谷
庁
舎
５
階
都
市
計
画
課

窓
口
、
田
無
庁
舎
２
階
ロ
ビ
ー
、
谷
戸
・

中
原
・
柳
橋
の
各
出
張
所　
（
土
・
日
曜
日

を
除
く
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

◎
受
付
…　

月　

日
（
金
）（
必
着
）
ま
で

12

24

に
〒　

―　

西
東
京
市
役
所
保
谷
庁
舎
都

202

8555

市
計
画
課
へ
郵
送

◆
都
市
計
画
課
（
�保
 
�
内
線　

）
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市
で
は
、
民
間
ア
パ
ー
ト
を
借
り
上
げ

て
、
住
宅
に
困
っ
て
い
る
高
齢
の
方
に
提

供
し
て
い
ま
す
。
あ
き
家
の
入
居
者
を
募

集
し
ま
す
。

▽
対
象　

次
の
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
方

①
申
込
者
な
ら
び
に
同
居
者
は
、
申
請
時

に
お
い
て
満　

歳
以
上
で
あ
る
こ
と　

65

②
申
請
日
現
在
で
、
西
東
京
市
内
に
引
き

続
き
２
年
以
上
住
所
を
有
す
る
こ
と　

③
現
に
居
住
し
て
い
る
住
宅
の
立
ち
退
き

要
求
を
受
け
て
い
る
か
、ま
た
は
保
安
上
・

保
健
衛
生
上
劣
悪
な
状
態
に
あ
る
が
自
力

に
よ
る
代
替
の
住
宅
を
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と

④
所
得
額
が
月
額　

万
８
千
円
以
下
で
あ

２６

る
こ
と
（
２
人
世
帯
の
場
合
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
）　

⑤
１
人
世
帯
ま
た
は
夫
婦
世
帯
等
に
よ
る

２
人
世
帯
で
あ
る
こ
と　

⑥
健
康
で
独
立
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ

と
が
で
き
る
こ
と

▽
今
回
募
集
す
る
住
宅
の
種
類
と
戸
数

【
西
東
京
市
高
齢
者
ア
パ
ー
ト
】

①
松
和
マ
ン
シ
ョ
ン（
１
戸
）　

ひ
ば
り
が

丘
北
二
丁
目
５
番
８
号　

号
室
（
浴
室
あ

３０３

り
）

②
第
二
寿
荘（
２
戸
）　

向
台
町
三
丁
目
１

番　

号　

号
室

１１

１０５

・　

号
室
（
浴

２０３
室
・
浴
槽
あ
り
）

③
長
寿
荘（
２

戸
）　

芝
久
保

町
三
丁
目
２
番

９
号　

号
室
・

１０５

　

号
室
（
浴
室
な
し
）

１０６◎
す
べ
て
の
施
設
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
あ

り
ま
せ
ん

※
２
か
所
を
申
し
込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▽
申
込　

保
谷
庁
舎
５
階
都
市
計
画
課

で
、
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
・
押
印

し
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
田
無
庁
舎
で
は
申
し
込
み
で
き
ま
せ

ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▽
募
集
期
間　
　

月　

日
（
水
）
〜　

日

12

15

22

（
水
）
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

▽
入
居
者
の
決
定
お
よ
び
審
査　

応
募
多

数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。そ
の
後
、

２
月
ご
ろ
か
ら
、
対
象
と
な
っ
た
方
の
審

査
を
順
番
に
行
い
ま
す
。

▽
入
居
開
始
予
定　

入
居
者
審
査
が
終
了

後
、
お
お
む
ね
１
か
月
以
内
（
３
月
ご
ろ

を
予
定
）

◆
都
市
計
画
課
（
�保
 

内
線�
内
線　

）
2422

■パブリックコメント検討結果の概要

市の検討結果市民の皆さんからの意見

　受託者については、第26条に括弧書きで
定義しています。この条文だけに使用する
言葉なので、第２条の定義規定には入れず、
第26条で個別に定義する方が合理的であ
ると考えます。

・第２条「定義」について

　（１）から（４）で定義がなされて
いるが、「受託者」についても定義が
必要ではないか。

1

　行政機関の保有する個人情報の保護に関
する法律（平成15年法律第58号。以下「行
政機関法」という。）第７条で、「不当な目
的に利用してはならない。」と規定されてい
ます。国の法律では処罰されない行為が、
市の条例で処罰される場合が想定されるこ
とになります。
　したがって、国の法律に合わせて構成要
件を規定する必要があると考えます。

・第３条「実施機関の職員の責務」と、
第２６条「個人情報処理受託者の義務」
について

　この２つの条文に共通する要件の
「自己若しくは第三者の不正な利益を
図る目的」は「その目的のいかんにか
かわらず」という趣旨にしていただき
たい。「不正な利益」では、何をもっ
て不正な利益とするかその定義が明確
でなく、あいまいになるのではないか
と危ぐする。

2

　事業者の個人情報の保護については、個
人情報の保護に関する法律（平成15年法律
第57号。以下「基本法」という。）に規定
があります。第20条では漏えい等がないよ
う個人データの安全管理のために必要かつ
適切な措置を「講じなければならない」と
あり、違反があるときは、国は第34条で勧
告および勧告に係る措置を命令することが
できます。
　一方、地方公共団体の施策は、第12条で
区域内の事業者等への支援、第13条で苦情
処理のあっせんについて規定しています。
　国と事業者とは連携と支援、指導監督の
関係にあり、地方公共団体と事業者とは連
携と支援の関係にあるとされています。国
の法律では「講じなければならない」と規
定できても、地方公共団体の条例ではそこ
までの強制力を求める権限がないことにな
り、「努めなければならない」と規定する
のが妥当であると考えます。

・第５条「事業者の責務」について

　改正案にはないが、「事業者は、そ
の事業活動の実施に当たって個人情報
の保管等をするときは、個人情報の重
要性を認識し、個人情報に係る市民の
基本的人権の侵害を防止するための措
置を講ずるよう努めなければならな
い」とあるが、「努めなければならない」
ではなく、文字どおり「個人情報の重
要性を認識」させるために、「講じな
ければならない」とより厳格に規定し
ていただきたい。

3

　現行の条例においても、運用上、災害時
の対応は可能です。
 「緊急かつやむを得ない」という文言をど
のように解するかは、ご意見のとおり、解
釈に幅が出ることが考えられますが、緊急
時における市の情報の取り扱いについて、
別に手順を定めています。これに基づいて
適切な判断ができるよう、今後も研修等で
職員に周知していきます。

・第10条「目的外利用及び外部提供の
制限」について

　個人情報保護条例第10条第２項で
目的外利用または外部提供をすること
ができる場合を定めている。その第３
号で「市民の生命、身体又は財産に対
する危険を避けるため、緊急かつやむ
を得ないとき。」とあるが、この要件
は厳しすぎて現実の問題に対応できな
いのではないか。
　また、実施機関の判断により広く解
釈する場合と狭く解釈する場合が出て
くるのではないか。具体的には、新潟
の豪雨による災害時の避難勧告等で柔
軟に対応できるか心配である。

4

市の検討結果市民の皆さんからの意見

　個人情報は、市の事務事業に必要不可欠
で、利用目的を明らかにしなければ収集で
きません。そして、その個人情報を安全に
保管する必要があります。しかし、社会的
差別の原因となるような個人情報について
は、より厳しく、紙情報のみの取り扱いと
するよう規定していました。
　委託者への電子媒体による情報提供、さ
らには法令による他の行政機関との情報交
換等を考慮し、ただし書で例外規定を設け
ます。

・第11条「電子計算組織への記録の制
限」について
　個人情報保護条例第11条において
電子計算組織への記録の制限を規定し
ているが、高度情報化社会においては
情報の電子化は不可欠のものであっ
て、制限を設けていると情報化の進展
にとって妨げとなるのではないか。

5

　受託者に対する禁止規定として基本法第
16条および第17条がありますので、条例で
は規定しません。
　受託者とその従業員には、基本法第58条
第１項にあるように、両罰規定を設けて対
応します。受託者の代表者または代理人、
使用人その他の従業員が行為者です。これ
らの行為者が罰せられると必然的に受託者
は罰せられることとなります。
　指定管理者制度は、平成18年度からスタ
ートする予定で、条例整備等を準備してい
るところです。指定管理者の選定に当たっ
ては、個人情報保護の対策をとっているこ
とを選定基準の一つとすることで、安全性
を担保します。また、受託者に準じた罰則
も設けます。

・第２６条「個人情報処理受託者の義務」
および指定管理者について（３件）

・第２６条では、受託者による個人情報
の盗用、受託者による個人情報の収集
を禁止していないが、職員と同様、受
託者についても盗用と収集を禁止する
文言を入れるべきではないか。「受託
者」と「受託業務の従事者」（「受託者
の従業員」）の定義が異なることは理解
するが、第８章罰則との整合性を考え
ても、受託者による盗用と収集を禁止
する旨の文言を入れていただきたい。
･指定管理者についてどのように考え
ているのでしょうか。

6

　紛失は、職員の日常業務における個人情
報の取り扱いの問題です。職員には条例と
情報セキュリティポリシーの遵守義務があ
り、具体的な手順を定めて防止しています。
また、受託者に対しては、規則および情報
セキュリティポリシーに基づき、秘密保持
に係る遵守事項を委託契約書に盛り込んで
います。したがって、罰則については、行
政機関法に準じた内容とし、紛失について
は罰則を設けません。

・第３５条「罰則」について　

　提供や盗用のほか、紛失についての
罰則規定は必要ないのか。
　新聞報道等によれば、官民問わず記
録媒体の紛失の例もよく聞く。紛失に
ついても罰則を規定していただきた
い。

7

個人情報保護条例の改正について
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　本年９月１日～３０日に実施した西東京市個人情報保護条例の改正に
ついてのパブリックコメントには、５人の方から１２件の意見を頂きま
した。その意見と検討結果の概要をお知らせします。　今後、この検
討結果を踏まえて条例の改正案を作成し、市議会に上程します。
　なお、検討結果の全文は、両庁舎１階の情報公開コーナーおよび市
のホームページでご覧になれます。
◆文書課（�田 �内線1225～１２２７）


